
申＝申し込み　問＝問い合わせ

　

11
月
３
日
㈫
に
グ
リ
ー
ン
ド
ー
ム

前
橋
で
行
わ
れ
る
消
費
生
活
展
の

「
消
費
生
活
川
柳
」
を
募
集
。
テ
ー

マ
は
悪
質
商
法
や
衣
・
食
・
住
、
環

境
問
題
、
リ
サ
イ
ク
ル
な
ど
消
費
生

活
に
関
す
る
も
の
。
入
賞
者
は
当
日

会
場
で
表
彰
し
ま
す
。

申
９
月
25
日
㈮
（
必
着
）
ま
で
に
ハ

ガ
キ
で
。
川
柳
（
１
人
３
句
ま
で
）・

住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）・
年
齢
（
学

校
名
・
学
年
）・
電
話
番
号
を
明
記
し
、

〒
３
７
１
―
０
０
２
２
千
代
田
町
二

丁
目
５
―
５
・
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

農
業
所
得
の
申
告
は
、
す
べ
て
収

支
計
算
で
す
。
経
費
目
安
割
合
は
使

用
で
き
ま
せ
ん
。
農
業
所
得
に
関
す

る
伝
票
や
領
収
書
な
ど
は
必
ず
保
管

し
、
収
入
と
必
要
経
費
を
記
録
し
ま

し
ょ
う
。
記
録
用
紙
が
必
要
な
人
は

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
市
民
税
課
☎
８
９
８
―
６
２
０
４

へ
　

平
日
に
来
庁
で
き
な
い
人
の
た
め

に
、
納
税
相
談
窓
口
を
開
き
ま
す
。

開
庁
時
間
＝
９
月
20
日
㈰
、
午
前
８

時
30
分
〜
午
後
４
時

会
場
＝
市
役
所
収
納
課

問
同
課
☎
８
９
８
―
６
２
３
３
へ

□
優
良
木
材
使
用
の
住
宅
の
購
入
や

改
修
に
補
助

　

ぐ
ん
ま
優
良
木
材
を
使
用
し
て
住

宅
を
建
築
か
リ
フ
ォ
ー
ム
す
る
場
合

に
、
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

●
構
造
材
補
助

対
象
＝
ぐ
ん
ま
優
良
木
材
を
構
造
材

に
60
％
以
上
使
用
し
た
新
築
住
宅
、

５
０
０
戸

補
助
額
＝
20
万
円
〜
70
万
円

法
に
基
づ
く
特
別
遺
族
給
付
金
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

問
各
労
働
基
準
監
督
署
、
群
馬
労
働

局
☎
２
１
０
│
５
０
０
６
へ

□
難
病
（
特
定
疾
患
）
医
療
相
談
会

〜
脊せ
き
髄ず
い
小
脳
変
性
症

日
時
＝
９
月
29
日
㈫
午
後
１
時
30
分

〜
３
時
30
分

会
場
＝
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー

（
新
前
橋
町
）

対
象
＝
一
般
、
先
着
20
人

申
県
難
病
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
２

２
０
―
８
０
６
９
へ

□
自
衛
官
を
募
集

種
目
＝
①
看
護
学
生
②
防
衛
医
科
大

学
校
生
③
防
衛
大
学
校
生

対
象
＝
24
歳
未
満
の
高
校
卒
業
か

来
年
３
月
卒
業
見
込
み
の
人
。（
②

③
は
21
歳
未
満
の
高
校
卒
業
か
来
年

３
月
卒
業
見
込
み
の
人
）

試
験
日
＝
①
は
10
月
24
日
㈯
②
は
10

月
31
日
㈯
・
11
月
１
日
㈰
③
は
11
月

７
日
㈯
・
８
日
㈰

申
９
月
７
日
㈪
〜
10
月
２
日
㈮
に
自

衛
隊
前
橋
募
集
案
内
所
（
城
東
町
二

丁
目
☎
２
３
３
―
８
９
６
０
）
へ
直

接□
お
も
ち
ゃ
の
病
院

日
時
＝
①
９
月
13
日
㈰
②
９
月
15
日

㈫
③
９
月
20
日
㈰
、
午
前
10
時
〜
正

午会
場
＝
①
は
南
橘
公
民
館
②
は
城
南

公
民
館
③
は
総
合
福
祉
会
館

問
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
☎
２
３

２
―
３
８
４
８
へ

（
☎
２
３
０
―
１
７
５
５
）
へ

　

国
民
年
金
受
給
者
が
引
っ
越
し
な

ど
で
住
所
を
変
え
る
と
き
は
、「
年
金

受
給
権
者
住
所
変
更
届
」
を
社
会
保

険
事
務
所
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

変
更
届
は
、
市
役
所
市
民
課
、
各
支

所
、
前
橋
社
会
保
険
事
務
所
に
あ
り

ま
す
。
50
円
切
手
を
張
り
郵
送
し
て

く
だ
さ
い
。
届
け
出
が
遅
れ
る
と
、

年
金
振
込
通
知
書
な
ど
の
書
類
が
届

か
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早

め
に
手
続
き
し
ま
し
ょ
う
。

問
市
民
課
☎
８
９
８
―
６
２
５
４
へ

●
内
装
材
補
助

対
象
＝
ぐ
ん
ま
優
良
木
材
を
内
装
材

に
使
用
し
た
新
築
住
宅
か
リ
フ
ォ
ー

ム
す
る
住
宅
、
50
戸

補
助
額
＝
３
，
０
０
０
円
／
平
方
㍍

（
上
限
15
万
円
）

申
ぐ
ん
ま
優
良
木
材
品
質
認
証
セ
ン

タ
ー
☎
２
６
６
―
８
２
２
０
へ

□
検
察
審
査
会
へ
相
談
を

　

交
通
事
故
や
詐
欺
な
ど
の
被
害
に

あ
っ
た
の
に
、
検
察
官
が
そ
の
事
件

を
起
訴
し
て
く
れ
な
い
。
こ
の
よ
う

な
場
合
、
申
し
立
て
に
よ
り
検
察
審

査
会
が
不
起
訴
処
分
の
当
否
を
審
査

し
ま
す
。

申
前
橋
検
察
審
査
会
事
務
局
☎
２
３

１
―
４
２
７
５
へ

□
石
綿
健
康
管
理
手
帳
の
交
付

　

石
綿
を
取
り
扱
う
業
務
に
従
事
し

て
い
た
人
で
、
一
定
の
要
件
を
満
た

す
人
は
、
離
職
後
に
健
康
管
理
手
帳

の
交
付
を
受
け
、
健
康
診
断
を
６
カ

月
に
一
度
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
群
馬
労
働
局
☎
２
１
０
│
５
０
０

４
へ

□
石
綿
被
害
の
給
付
金
請
求

　

石
綿
を
取
り
扱
う
業
務
が
原
因
で

中
皮
腫
や
肺
が
ん
な
ど
を
発
症
し
た

人
は
、
療
養
補
償
給
付
や
休
業
補
償

給
付
な
ど
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、
平
成
18
年
３
月
26
日
ま

で
に
石
綿
に
よ
る
疾
病
で
死
亡
し
た

人
の
遺
族
で
、
時
効
に
よ
り
労
災
保

険
法
の
補
償
給
付
を
受
け
る
権
利
が

消
滅
し
た
人
に
対
し
て
、
石
綿
救
済

□
市
民
の
茶
席

９
月
15
日
㈫
＝
午
前
10
時
〜
午
後
３

時
、
前
橋
プ
ラ
ザ
元
気
21
・
３
階
ホ

ワ
イ
エ
。
当
番
は
前
橋
茶
道
会
の
黛

宗
迪
さ
ん
（
☎
０
２
７
―
３
６
１
―

２
５
０
６
）

　

が
ん
を
克
服
し
た
人
の
集
ま
り
「
ひ

ま
わ
り
の
会
」
で
は
、
療
養
や
術
後

の
経
過
な
ど
日
常
生
活
で
の
不
安
に

対
す
る
電
話
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

日
時
＝
９
月
16
日
㈬
〜
18
日
㈮
、
午

前
10
時
〜
午
後
３
時

対
象
＝
が
ん
に
不
安
を
持
っ
て
い
る

人
と
そ
の
家
族

電
話
番
号
＝
２
６
９
―
７
８
０
４

問
県
健
康
づ
く
り
財
団
☎
２
６
９
―

７
８
１
１
へ

　

精
神
科
医
師
や
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー

な
ど
に
よ
る
「
こ
こ
ろ
の
相
談
」
を

電
話
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

日
時
＝
９
月
13
日
㈰
午
前
10
時
〜
午

後
３
時

対
象
＝
心
の
病
気
や
不
安
、
悩
み
を

持
つ
人
と
そ
の
家
族

電
話
番
号
＝
２
９
０
―
２
９
２
０

問
県
精
神
保
健
福
祉
協
会
事
務
局
☎

２
６
３
―
１
１
６
６
へ

　

地
域
の
「
か
か
り
つ
け
薬
局
」
の

薬
剤
師
が
講
師
と
な
り
、
薬
や
健
康

づ
く
り
な
ど
、
健
康
に
関
す
る
身
近

な
話
題
の
講
習
会
を
行
い
ま
す
。
あ

な
た
の
日
常
の
健
康
管
理
に
役
立
て

て
み
ま
せ
ん
か
。

開
催
時
間
＝
平
日
（
午
後
１
時
30
分

〜
２
時
30
分
）、
夜
間
、
土
日
曜
な

ど
の
１
時
間
程
度

会
場
＝
申
し
込
み
者
が
市
内
で
用
意

対
象
＝
お
お
む
ね
５
人
以
上
の
グ
ル

ー
プ

申
市
薬
剤
師
会
☎
２
４
３
―
８
５
８

０
、
保
健
総
務
課
☎
２
２
０
―
５
７

８
２
へ

　

原
稿
検
索
と
健
康
相
談
が
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
で
も
利
用
で
き
ま
す
。
ア

ド
レ
ス
はhttp://www.raijin.com

/
kenko/

で
す
。

月
曜
＝
伝
染
性
紅
斑
・
り
ん
ご
病

火
曜
＝
軽
い
運
動
の
効
用

水
曜
＝
立
ち
く
ら
み

木
曜
＝
便
秘
の
悩
み

金
曜
＝
喫
煙
と
歯
周
病

土
日
曜
＝
肝
臓
が
ん
に
つ
い
て

直
接
相
談
タ
イ
ム
＝
医
師
が
直
接
相

談
。
９
月
10
日
㈭
（
婦
人
科
・
整
形

外
科
）
16
日
㈬
（
歯
科
）、
午
後
７
時

30
分
〜
９
時

９月の各種無料相談
相　談　名 日　時 会　場 問い合わせ

法律相談
火曜

午後１時～４時（予約は
火曜は前週の木曜・17日
㈭は14日㈪、午後２時か
ら電話で）

市役所市民相談

市民相談
☎898-6100

９月17日㈭

行政相談

９月８日㈫午前９時～正午 かすかわ老人福祉センター
９月10日㈭午後１時～３時 大胡支所
９月16日㈬午後１時～４時 市役所市民相談
９月18日㈮午後１時～３時 宮城支所
10月７日㈬午後０時30分～４時 ふじみ老人福祉センター

公証相談 ９月14日㈪午後１時～４時 市役所市民相談

行政書士特設相談 ９月30日㈬午前10時～午後３時 市役所11階南会議室
行政書士会
☎251-6217

行政書士相談 10月５日㈪午後１時～４時
市役所市民相談

市民相談
☎898-6100

登記相談 ９月11日㈮午後１時～４時

人権相談 ９月18日㈮午後１時～４時
市役所市民相談・
宮城支所

精神科医によるこ
ころの相談

９月９日㈬・17日㈭、午後１時30分～
３時（予約制）

市保健所
健康増進課
☎220-5785

労働相談
９月９日㈬・24日㈭、午後１時30分～
４時

前橋プラザ元気21
内工業課 工業課

☎210-2276
電話労働相談

９月16日㈬午後１時30分～４時、相談員は社会保険労務士・佐藤孝彦さん☎232-2803
10月７日㈬午後１時30分～４時、相談員は同・石渡聡さん☎221-1294

心配ごと相談 月曜～金曜、午後１時～４時 総合福祉会館
社会福祉協議会
☎237-5006

外国人相談
月曜、午後１時～５時・木曜、午前９時
～午後１時。英語・中国語・ポルトガル
語・スペイン語の4カ国語で面接相談

市役所外国人相談窓口
市国際交流協会
☎243-7788

※次の相談は執務時間内（教育・青少年相談は月曜～土曜、午後７時まで）にいつでも相談できます。
市民相談（☎898-6100）、ＤＶセクハラ相談（☎898-6520）、家庭児童相談（☎223-4148）、母子家
庭相談・女性相談（☎220-5700）、教育・青少年相談（☎230-9090）

人
権
標
語

人
権
標
語

人
権
標
語

人
権
標
語

人
権
標
語

人
権
標
語

人
権
標
語

人
権
標
語

二
中　

３
年　

中
村　

真
耶
さ
ん

誰
と
で
も　

笑
顔
つ
く
れ
る　

優
し
い
心

農
業
所
得
の
申
告
に

伝
票
な
ど
の
保
管
を

毎
月
第
３
日
曜
は

納
税
相
談
窓
口
を
開
設

消
費
生
活
の
川
柳

作
品
を
募
集
し
ま
す

住
所
が
変
わ
っ
た
ら

変
更
届
の
提
出
を

税 消
費
生
活

年　

金

が
ん
に
関
す
る
悩
み

体
験
者
に
相
談
し
て

不
安
や
悩
み
は

抱
え
ず
相
談
を

薬
剤
師
を
派
遣

出
前
ミ
ニ
講
座

ミ
ニ
情
報

健　

康

　風景や街並み写真などを募ります。応募いた
だいた写真は、市政発信課で選考の上、その一
部を本市ホームページと広報まえばしに掲載。
詳しくは本市ホームページをご覧ください。
募集作品＝本市で撮影した未発表の作品。風景、
自然、街並み、花、伝統行事など。ただし作品
中の人物には了解を得る
対象＝本市に在住・在勤・在学の16歳以上の人
規格＝写真データ（JPEG形式、1,280×960ピ
クセル以上）
申随時。住所（本市に在住していない人は事業
所名か学校名）・氏名・年齢・電話番号・Eメー
ルアドレス・写真の撮影日・場所・題名（10字
以内）と説明文（30字程度）を記入し、Eメー
ル（shiseihasshin@city.maebashi.gunma.jp）で
問市政発信課☎898-5838へ

発表しよう！撮っておき写真

健
康
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

　
　
　

☎
２
３
４
│
４
９
７
０

広報まえばし　平成21年９月１日号 20市役所　〒371-8601大手町二丁目12-1　☎224-111121


